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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨                   
 

 

本市は、古くから周防の国の国府として栄え、日本最初の天満宮である防府天満宮

の門前町として発展した歴史と文化のあるまちです。 

さらに、私たちのまちは自然・歴史・文化・産業、そして人という財産を有し、多

くの学びの機会に恵まれた、教育を大切にするまちです。このまちでは、誰もが生涯

にわたり楽しく学び続け、学んだことを様々な方法で表現し、自己実現を果たすこと

ができます。このような教育的風土を生かして、めざすまちの姿を「教育のまち日本

一」としております。 

本市では、平成 12 年（2000 年）３月に「防府市生涯学習推進計画」を策定し、防

府市らしい「いつでも、どこでも、誰でも、学びたいことが学べ、いきいきと活躍で

きる生涯学習社会」の実現を図るための取組を進めてきました。 

令和４年(2022年)３月に「第３次防府市生涯学習推進計画」を策定し、人生１００

年時代を心豊かで健康に過ごしていただくため、豊かな学習活動を通じて得られた人

とのつながり、地域とのつながりを、地域づくりやまちづくりに生かすことができる

よう「学び」と「活動」の循環の仕組みづくりに努めてまいりました。 

こうした中、国においては、令和５年（2023年）６月に策定された「第４期教育振

興基本計画」において、今後の教育政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基

本方針として「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本

社会に根差したウェルビーイング※１の向上」が掲げられ、持続可能な社会の構築に必

要不可欠であるとの認識が高まっています。 

本市においては、これまで進めてきた取組をさらに発展させるとともに、急速に進

む少子高齢化や人口減少、ＩｏＴ（Internet of Things）※２、生成ＡＩ※３等の技術革

新などによる社会変化に対応し、持続的で活力ある社会の実現に努めていく必要があ

ります。 

今回策定した「第４次防府市生涯学習推進計画」は、令和８年（2026 年）４月に策

定した「第６次防府市総合計画」や「第３次防府市教育振興基本計画」を参酌しなが

ら、今後５年間の生涯学習施策を着実に推進するための新たな指針となるものです。 

 

 

 
                                      
１ ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にある事を言い、短期的な幸福のみならず、生きがい

や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

２ ＩｏＴ（Internet of Things）：“インターネット・オブ・シングス”の略。コンピュータなどの情報・通信機

器だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することに

より、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

３ 生成ＡＩ：文章、画像、プログラミング等を生成できるＡＩモデルに基づくＡＩの総称。 
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２ 生涯学習の意義                   
 

生涯学習とは、「一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家

庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア

活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習」（「令和４年度文部科

学白書」第３章）であるとされ、その内容が多岐にわたるものであることが示されて

います。 

また、生涯学習は、生涯を通じたあらゆる学習活動を指すだけではなく、「生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適

切に生かすことのできる社会を目指す」という考え方を含んでおり、教育基本法第３

条では、「生涯学習の理念」として、生涯学習社会の実現に努めることが規定されてい

ます。 

人生１００年時代において生涯を通じて，一人ひとりの人生を生きがいのある充実

したものにするとともに、習得した知識や技能を家庭や学校（保育所(園)を含む。）、

地域などで生かすことによって、活力ある地域社会を実現させるため、今後、更に生

涯学習の推進が期待されます。 

 

生涯学習のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】文部科学省ホームページ：「平成 23 年 11 月中央教育審議会生涯学習分科会（第 60 回）」資料 

 

生涯学習 
＝「学ぶ者」に着目した概念 

教育による学習 
＝「教える者」と「学ぶ者」による行為 

学校教育に 

よる学習 
・学齢児童・生徒等に対する教育 

(幼・小・中・高・大学・専修学校等) 

・社会人の大学院入学 

家庭教育に 

よる学習 

社会教育 
(=学校・家庭以外の 

広く社会における教育) 

による学習 

・国や地方公共団体や公民館等が行う講座 

・大学・短大等の学校が行う公開講座 

・青少年団体等が行う青少年教育 

・民間教育事業者の行う通信教育・カルチャースクール 

自己学習 
=「学ぶ者」のみによる行為 

・読書等の自主学習 
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３ 計画の位置付け                   
 

本計画は、「第６次防府市総合計画」及び「第３次防府市教育振興基本計画」を上位

計画とした個別計画です。計画期間を上位計画に合わせて令和１２年度（2030 年度）

までの５年間とし、上位計画と一体的な推進を図っていくとともに、生涯学習の推進

のための総合的かつ体系的な指針として、生涯学習関連施策の基本的な考え方や事業

等の方向性を明らかにするものです。 

また、生涯学習は、多岐の分野にわたるものであるため、関連する計画との整合性

を図っており、計画期間内は、毎年度、事業の取組状況について点検・評価を行い、

次年度の事業に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３次防府市教育振興基本計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

第６次防府市総合計画 

（令和８年度～令和１２年度） 

 

教育関係含む 
その他の計画 

 
 

防府市こども計画 
防府市スポーツ推進計画 
など 

第４次防府市生涯学習推進計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

 教育分野             その他の分野 

第３次防府市図書館サービス振興基本計画 
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４ 計画とＳＤＧｓ
エスディージーズ

                  
 

ＳＤＧｓとは、平成２７年（2015年）９月に国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための２０３０アジェンダ」に記載されている世界共通の持続可能な開発目

標のことです。「地球上の誰一人として取り残さない」ことを理念とし、令和１２年

(2030 年)までに達成すべき１７の目標と１６９のターゲットから構成されています。 

本計画には、ＳＤＧｓの１７の目標のうち、主に５つの目標が関わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エンパワーメント：自分の人生を自分で決めな 

がら生きるための力を身につける取組のこと。 

※ 

資料：外務省「持続可能な開発目標(SDGs)と日本の取組」 


